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 現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期

間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っ

ています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして

規制されてきました。 

今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定の

ものが解禁されることとなりました。一方で、今までどおりの規制もありますので、注

意が必要です。 

 【選挙運動とは】 
・ 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選

を目的として､投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」

とされています。 

 【選挙運動期間】 
・ 選挙運動は､選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができませ

ん（公職選挙法第１２９条）。 

【未成年者の選挙運動の禁止】 
・ 未成年者（年齢満２０歳未満の者）は、選挙運動をすることができません（公職選挙

法第１３７条の２）。 

  

インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の

充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法

による選挙運動が解禁されます。 

現行の選挙運動の規制 
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○ 何人も、ウェブサイト等※を利用する方法により、選挙運動を行うことができるよう

になります（改正公職選挙法第１４２条の３第１項）。 

※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を

除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、ＳＮＳ、動画共有サービス、動画中継サイト等です。 

○ 選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等※を表示することが義務づ

けられます（改正公職選挙法第１４２条の３第３項）。 

※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連

絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのＵＲＬ、

ツイッターのユーザー名が挙げられます。 

○ ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのまま

にしておくことができます（改正公職選挙法第１４２条の３第２項）。ただし、選挙運動

は選挙期日の前日までに限られており、更新はできません（公職選挙法第１２９条）。 
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○ 電子メールを利用する方法※による選挙運動用文書図画については、候補者・

政党等に限って頒布することができるようになります（改正公職選挙法第１４２条

の４第１項）。候補者・政党等以外の一般有権者は引き続き禁止されています。 

 

※ 電子メールを利用する方法とは、特定電子メールの適正化等に関する法律第２条第１号に規定する方

法をいいます。その全部又は一部にシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式（ＳＭＴ

Ｐ方式）と、電話番号を送受信のために用いて情報を伝達する通信方式（電話番号方式）の２つが定めら

れています。 

 一般の電子メールを用いずにフェイスブックやＬＩＮＥなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、電

子メールを利用する方法ではなく、ウェブサイト等を利用する方法に含まれますので、候補者・政党等以外の

一般有権者も利用できます。 

 

○ 選挙運動用電子メールの送信先には、一定の制限があります（改正公職選挙法

第１４２条の４第２項）。 

 

○ 選挙運動用電子メール送信者には、一定の記録の保存が義務づけられます（改

正公職選挙法第１４２条の４第４項）。 

 

○ 選挙運動用電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名・名称や電子

メールアドレス等、一定の事項を表示することが義務づけられます（改正公職選挙

法第１４２条の４第６項）。 
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○ 選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。ただし、

政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクす

る政治活動用有料広告を掲載することができます（改正公職選挙法第１４２条の６）。 

 

 
 
 

○ インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為は解禁されます（改正公職

選挙法第１７８条第２号）。  

   

 
 
 

○ 屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁されるとともに、屋内

の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限は撤廃され

ます（改正公職選挙法第１４３条第１項第４号の２、第９項、第２０１条第６項第３号）。 

 

 
 
 

○ インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出の取り扱い、バ

ーコード等による表示や DVD 等の電磁的記録媒体についての適用関係、選挙運

動に関する支出とみなされないものの範囲ついて、改正が行われました（改正公

職選挙法第１８７条第１項、第１９７条第１項第６号、第２７１条の６）。 
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１  誹謗中傷、なりすまし対策 

 

 
 

○ 氏名等の虚偽表示罪（公職選挙法第２３５条の５）の対象に、インターネット等によ

る通信が追加されます。当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、

真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法に

より通信をした者は処罰されます（改正公職選挙法第２３５条の５）。 
 

○ 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は

事実をゆがめて公にした者は、虚偽事項公表罪により処罰されます（公職選挙法

第２３５条第２項）。 

○ 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉毀損罪により処罰されます

（刑法第２３０条第１項）。なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であるこ

との証明があったときは罰しないこととされています（刑法第２３０条の２第３項）。 

○ 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、侮辱罪により処罰されます

（刑法第２３１条）。 
 

○ 候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正

の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されま

す（公職選挙法第２２５条第２号）。 

○ 他人のＩＤ・パスワードを悪用するなどにより、本来アクセスする権限のないコン

ピュータを利用する行為は、不正アクセス罪として処罰されます（不正アクセス行

為の禁止等に関する法律第３条、第１１条）。 
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○ ウィルスの頒布や DoS 攻撃※などにより、コンピュータに使用目的に沿うべき動

作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、電子

計算機損壊等業務妨害罪により処罰されます（刑法第２３４条の２）。 
※ コンピュータに不正なデータを送信して使用不能にしたり、トラフィックを増大させてネットワー

クを麻痺させたりする攻撃 

 

○ 立候補届出書類の様式の改正により、立候補届出の際に、候補者・政党等が

各々一のウェブサイトの URL を届け出ることができることとされ、各選挙管理委

員会を通じて周知されることとなります。 
 

 

 
○ 選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画によって自己の

名誉を侵害されたとする候補者・政党等からの申出を受けたプロバイダ等の対応に

ついて、以下の特例が設けられます。 

・ プロバイダ等から情報発信者に対する削除同意照会期間が、通常の「７日」か

ら「２日」に短縮されます。情報発信者から２日以内に削除に同意しない旨の返

事がなければ、プロバイダ等が当該情報を削除しても民事上の賠償責任は

問われません（改正プロバイダ等責任制限法第３条の２第１号）。 

・ 電子メールアドレス等の表示義務を果たしていない情報については、プロバ

イダ等が情報発信者に照会せず直ちに削除しても、民事上の賠償責任は問

われません（改正プロバイダ等責任制限法第３条の２第２号）。 
 

 
 
 

○ 選挙に関しインターネット等を利用する者は、表現の自由を濫用して選挙の公正

を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない

こととされています。 
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○ インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報

酬を支払った場合には買収罪の適用があります。 

 

 
 
 

○ この改正法は、公布の日（平成２５年４月２６日）から起算して一月を経過した日

（平成２５年５月２６日）から施行され、施行日以後初めて公示される国政選挙の公

示日以後に公示・告示される選挙（国政選挙及び地方選挙）から適用されます（改

正法附則第１条、第２条）。 

 

 
 
 

○ 公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メールを利用す

る方法による選挙運動については、次回の国政選挙後、その実施状況の検討を踏

まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものと

されています（改正法附則第５条第１項）。 
     
○ 有料インターネット広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めるこ

とについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの

とされています（改正法附則第５条第２項）。 


